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１ 令和３年第１回定例会提出予定追加議案の説明 

(8) 議案第６２号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

資料１ 議案第６２号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

資料２ 新旧対照表 

令和３年２月２５日 

健康福祉局 
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議案第６２号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について

１ 条例改正の背景

（１）障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に

関する基準の一部改正

（２）障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部改正

２ 条例の主な改正内容

（１）上記１（１）に伴い、指定障害者支援施設に、感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないようにするための委員会の開催、指針の整備、研修の実施

等を義務付ける

（２）上記１（２）に伴い、平成３０年３月３１日までに指定を受けている指定

障害者支援施設（福祉型障害児入所施設の指定を受けていることをもって、

指定障害者支援施設の基準を満たすものとみなされるものに限る。）につい

て、なお従前の例によるとされた人員及び設備に関する基準の経過措置の

期間が平成３３年３月３１日までから令和４年３月３１日までに延長する

３ 施行期日

 令和３年４月１日
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川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例 

○川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例 

平成24年12月14日条例第71号 平成24年12月14日条例第71号

改正 改正 

平成25年３月22日条例第６号 平成25年３月22日条例第６号 

平成26年３月27日条例第８号 平成26年３月27日条例第８号 

平成30年３月20日条例第34号 平成30年３月20日条例第34号 

川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例 

川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例 

目次 目次 

第１章 総則（第１条～第４条） 第１章 総則（第１条～第４条） 

第２章 人員に関する基準（第５条～第８条） 第２章 人員に関する基準（第５条～第８条） 

第３章 設備に関する基準（第９条・第10条） 第３章 設備に関する基準（第９条・第10条） 

第４章 運営に関する基準（第11条～第62条） 第４章 運営に関する基準（第11条～第61条） 

附則 附則 

第１章 総則 第１章 総則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第38条第３項

において準用する法第36条第３項第１号の規定並びに法第44条第１項及

び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定めるものとする。 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第38条第３項

において準用する法第36条第３項第１号の規定並びに法第44条第１項及

び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定めるものとする。 
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改正後 改正前 

（用語の意義及び字句の意味） （用語の意義及び字句の意味） 

第２条 この条例で使用する用語の意義及び字句の意味は、次に掲げるも

ののほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）で使用する用語の意義

及び字句の意味によるものとする。 

第２条 この条例で使用する用語の意義及び字句の意味は、次に掲げるも

ののほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）で使用する用語の意義

及び字句の意味によるものとする。 

(１) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 (１) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

(２) 支給決定障害者 法第19条第１項の規定により同項に規定する支

給決定を受けた障害者をいう。 

(２) 支給決定障害者 法第19条第１項の規定により同項に規定する支

給決定を受けた障害者をいう。 

(３) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等に

つき法第29条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要

した費用（特定費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定障害

福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 

(３) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等に

つき法第29条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要

した費用（特定費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定障害

福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 

(４) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定

障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の

額を控除して得た額をいう。 

(４) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定

障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の

額を控除して得た額をいう。 

(５) 法定代理受領 法第29条第４項の規定により支給決定障害者が指

定障害者支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費

用（特定費用を除く。）について、介護給付費又は訓練等給付費として

当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障

害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。

(５) 法定代理受領 法第29条第４項の規定により支給決定障害者が指

定障害者支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費

用（特定費用を除く。）について、介護給付費又は訓練等給付費として

当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障

害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。

(６) 常勤換算方法 指定障害者支援施設の従業者の勤務延べ時間数を

当該指定障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で

除することにより、当該指定障害者支援施設の従業者の員数を常勤の

従業者の員数に換算する方法をいう。 

(６) 常勤換算方法 指定障害者支援施設の従業者の勤務延べ時間数を

当該指定障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で

除することにより、当該指定障害者支援施設の従業者の員数を常勤の

従業者の員数に換算する方法をいう。 

(７) 昼間実施サービス 指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉

サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。 

(７) 昼間実施サービス 指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉

サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。 

（指定障害者支援施設の一般原則） （指定障害者支援施設の一般原則） 
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改正後 改正前 

第４条 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の意向、適性、障害の特性

その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、

これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するととも

に、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ず

ることにより、利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービス

を提供しなければならない。 

第４条 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の意向、適性、障害の特性

その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、

これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するととも

に、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ず

ることにより、利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービス

を提供しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常

に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなけれ

ばならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常

に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなけれ

ばならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の

ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の

ため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第２章 人員に関する基準 第２章 人員に関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。 

(１) 生活介護を行う場合 アからウまでの基準によるほか、次のとお

りとする。 

(１) 生活介護を行う場合 アからウまでの基準によるほか、次のとお

りとする。 

ア 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を

行うために必要な数 

ア 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を

行うために必要な数 

イ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

イ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

(ア) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数

は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、ａ及びｂに掲げる数

を合計した数以上とする。 

(ア) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数

は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、ａ及びｂに掲げる数

を合計した数以上とする。 

ａ （ａ）から（ｃ）までに掲げる平均障害支援区分（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18

ａ （ａ）から（ｃ）までに掲げる平均障害支援区分（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18
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改正後 改正前 

年厚生労働省令第172号。以下「基準省令」という。）第４条第

１項第１号イ(２)（一）(イ)に規定する平均障害支援区分をい

う。以下同じ。）に応じ、それぞれ（ａ）から（ｃ）までに定め

る数 

年厚生労働省令第172号。以下「基準省令」という。）第４条第

１項第１号イ(２)（一）(イ)に規定する平均障害支援区分をい

う。以下同じ。）に応じ、それぞれ（ａ）から（ｃ）までに定め

る数 

（ａ） 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令第４条第

１項第１号イ(２)（一）(イ)（ⅰ）に規定する厚生労働大臣が

定める者を除く。（ｂ）及び（ｃ）において同じ。）の数を６

で除して得た数 

（ａ） 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令第４条第

１項第１号イ(２)（一）(イ)（ⅰ）に規定する厚生労働大臣が

定める者を除く。（ｂ）及び（ｃ）において同じ。）の数を６

で除して得た数 

（ｂ） 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で

除して得た数 

（ｂ） 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で

除して得た数 

（ｃ） 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して

得た数 

（ｃ） 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して

得た数 

ｂ ａ（ａ）の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除

して得た数 

ｂ ａ（ａ）の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除

して得た数 

(イ) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、１人以上とする。 (イ) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、１人以上とする。

(ウ) 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活

を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合

は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とす

る。 

(ウ) 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活

を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合

は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とす

る。 

(エ) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、１人以上とする。 (エ) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、１人以上とする。

ウ サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービ

ス管理を行う者として基準省令第４条第１項第１号イ(３)に規定す

る厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） (ア)又は(イ)に掲

げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

ウ サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービ

ス管理を行う者として基準省令第４条第１項第１号イ(３)に規定す

る厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） (ア)又は(イ)に掲

げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

エ イの「生活介護の単位」とは、生活介護であって、その提供が同時 エ イの「生活介護の単位」とは、生活介護であって、その提供が同時
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改正後 改正前 

に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

オ イの理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むために必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

オ イの理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むために必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

カ イの生活支援員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 カ イの生活支援員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

キ ウのサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

キ ウのサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

(２) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次

のとおりとする。 

(２) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次

のとおりとする。 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 それぞれ

１人以上で、その総数は常勤換算方法で利用者の数を６で除して得

た数以上 

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 それぞれ

１人以上で、その総数は常勤換算方法で利用者の数を６で除して得

た数以上 

イ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

イ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

ウ 指定障害者支援施設が、当該指定障害者支援施設における自立訓

練（機能訓練）に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓

練（機能訓練）を提供する場合は、ア及びイに掲げる員数の従業者に

加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員

を１人以上置くものとする。 

ウ 指定障害者支援施設が、当該指定障害者支援施設における自立訓

練（機能訓練）に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓

練（機能訓練）を提供する場合は、ア及びイに掲げる員数の従業者に

加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員

を１人以上置くものとする。 

エ アの理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むために必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

エ アの理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むために必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。 

オ アの看護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 オ アの看護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 
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改正後 改正前 

カ アの生活支援員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 カ アの生活支援員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

キ イのサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

キ イのサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

(３) 自立訓練（生活訓練）を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次

のとおりとする。 

(３) 自立訓練（生活訓練）を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次

のとおりとする。 

ア 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を６で除して得た数以

上 

ア 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を６で除して得た数以

上 

イ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

イ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

ウ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置い

ている場合は、ア中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護

職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の

総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、

生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ１人以上とする。 

ウ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置い

ている場合は、ア中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護

職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の

総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、

生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ１人以上とする。 

エ 指定障害者支援施設が、当該指定障害者支援施設における自立訓

練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓

練（生活訓練）を行う場合は、アからウまでに掲げる員数の従業者に

加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員

を１人以上置くものとする。 

エ 指定障害者支援施設が、当該指定障害者支援施設における自立訓

練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓

練（生活訓練）を行う場合は、アからウまでに掲げる員数の従業者に

加えて、当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員

を１人以上置くものとする。 

オ ア及びウの生活支援員のうち１人以上は、常勤でなければならな

い。 

オ ア及びウの生活支援員のうち１人以上は、常勤でなければならな

い。 

カ イのサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

カ イのサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

(４) 就労移行支援を行う場合 アからエまでの基準によるほか、次の

とおりとする。 

(４) 就労移行支援を行う場合 アからエまでの基準によるほか、次の

とおりとする。 
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改正後 改正前 

ア 職業指導員及び生活支援員 それぞれ１人以上で、その総数は常

勤換算方法で利用者の数を６で除して得た数以上 

ア 職業指導員及び生活支援員 それぞれ１人以上で、その総数は常

勤換算方法で利用者の数を６で除して得た数以上 

イ 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以

上 

イ 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以

上 

ウ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

ウ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数 

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

エ アからウまでの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり

師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生

省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の

学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設（以下

「認定指定障害者支援施設」という。）が就労移行支援を行う場合に

置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

エ アからウまでの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり

師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和26年文部省・厚生

省令第２号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の

学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設（以下

「認定指定障害者支援施設」という。）が就労移行支援を行う場合に

置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(ア) 職業指導員及び生活支援員 それぞれ１人以上で、その総数

は常勤換算方法で利用者の数を10で除して得た数以上 

(ア) 職業指導員及び生活支援員 それぞれ１人以上で、その総数

は常勤換算方法で利用者の数を10で除して得た数以上 

(イ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれａ又はｂに掲げる数 

(イ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれａ又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が60人以下 １人以上 ａ 利用者の数が60人以下 １人以上 

ｂ 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

ｂ 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

オ ア及びエ(ア)の職業指導員及び生活支援員のうちいずれか１人以

上は、常勤でなければならない。 

オ ア及びエ(ア)の職業指導員及び生活支援員のうちいずれか１人以

上は、常勤でなければならない。 

（削る） カ イの就労支援員のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

カ ウ及びエ(イ)のサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でな

ければならない。 

キ ウ及びエ(イ)のサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でな

ければならない。 

(５) 就労継続支援Ｂ型を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次の (５) 就労継続支援Ｂ型を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次の
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とおりとする。 とおりとする。 

ア 職業指導員及び生活支援員 それぞれ１人以上で、その総数は常

勤換算方法で利用者の数を10で除して得た数以上 

ア 職業指導員及び生活支援員 それぞれ１人以上で、その総数は常

勤換算方法で利用者の数を10で除して得た数以上 

イ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数 

イ サービス管理責任者 (ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数 

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

ウ アの職業指導員及び生活支援員のうちいずれか１人以上は、常勤

でなければならない。 

ウ アの職業指導員及び生活支援員のうちいずれか１人以上は、常勤

でなければならない。 

エ イのサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

エ イのサービス管理責任者のうち１人以上は、常勤でなければなら

ない。 

(６) 施設入所支援を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次のとお

りとする。 

(６) 施設入所支援を行う場合 ア及びイの基準によるほか、次のとお

りとする。 

ア 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、(ア)又は(イ)に掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数とする。

ただし、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支

援若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける利用者又は基準省令第４条第

１項第６号イ(１)に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみ

その提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を

１人以上とする。 

ア 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、(ア)又は(イ)に掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数とする。

ただし、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支

援若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける利用者又は基準省令第４条第

１項第６号イ(１)に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみ

その提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を

１人以上とする。 

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に、利用者の数が60人を超えて

40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

イ サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設において昼間実施

サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるもの

とする。 

イ サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設において昼間実施

サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるもの

とする。 

ウ アの「施設入所支援の単位」とは、施設入所支援であって、その提 ウ アの「施設入所支援の単位」とは、施設入所支援であって、その提
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供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをい

う。 

供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをい

う。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数とする。 

３ 第１項に規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若

しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入

所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。 

３ 第１項に規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若

しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入

所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。 

第６条 削除 第６条 削除 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） 

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設においては、

昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、第５条第

１項第１号カ、第２号オ及びカ、第３号オ、第４号オ（エ(ア)に係る部分

を除く。）並びに第５号ウの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設

が昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサービス管

理責任者を除く。）のうち１人以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。 

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設においては、

昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、第５条第

１項第１号カ、第２号オ及びカ、第３号オ、第４号オ（エ(ア)に係る部分

を除く。）及びカ並びに第５号ウの規定にかかわらず、当該指定障害者支

援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサー

ビス管理責任者を除く。）のうち１人以上は、常勤でなければならないと

することができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設においては、第５

条第１項第１号ウ及びキ、第２号イ及びキ、第３号イ及びカ、第４号ウ、

エ(イ)及びカ並びに第５号イ及びエの規定にかかわらず、サービス管理

責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼

間実施サービスのうち基準省令第５条第２項に規定する厚生労働大臣が

定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、

このうち１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設においては、第５

条第１項第１号ウ及びキ、第２号イ及びキ、第３号イ及びカ、第４号ウ、

エ(イ)及びキ並びに第５号イ及びエの規定にかかわらず、サービス管理

責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼

間実施サービスのうち基準省令第５条第２項に規定する厚生労働大臣が

定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、

このうち１人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 

(１) 利用者の数の合計が60人以下 １人以上 (１) 利用者の数の合計が60人以下 １人以上 

(２) 利用者の数の合計が61人以上 １人に、利用者の数の合計が60人 (２) 利用者の数の合計が61人以上 １人に、利用者の数の合計が60人
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を超えて40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 を超えて40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第15条 指定障害者支援施設の設置者は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の

事業の実施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉

サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認め

る場合は、適当な他の指定障害者支援施設、指定生活介護事業者（川崎市

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成24年川崎市条例第69号。第３６条第３項において「指定障害福

祉サービス等基準条例」という。）第80条第１項に規定する指定生活介護

事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（同条例第143条第

１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓

練（生活訓練）事業者（同条例第153条第１項に規定する指定自立訓練（生

活訓練）事業者をいう。）、指定就労移行支援事業者（同条例第163条第

１項に規定する指定就労移行支援事業者をいう。）、指定就労継続支援Ｂ

型事業者（同条例第188条第１項に規定する指定就労継続支援Ｂ型事業者

をいう。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

第15条 指定障害者支援施設の設置者は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の

事業の実施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉

サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認め

る場合は、適当な他の指定障害者支援施設、指定生活介護事業者（障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚

生労働省令第171号）第78条第１項に規定する指定生活介護事業者をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（同省令第156条第１項に規定

する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓

練）事業者（同省令第166条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）

事業者をいう。）、指定就労移行支援事業者（同省令第175条第１項に規

定する指定就労移行支援事業者をいう。）、指定就労継続支援Ｂ型事業者

（同省令第201条第１項に規定する指定就労継続支援Ｂ型事業者をい

う。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

２ 指定障害者支援施設の設置者は、利用申込者が入院治療を必要とする

場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難であ

る場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じな

ければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、利用申込者が入院治療を必要とする

場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難であ

る場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じな

ければならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第27条 指定障害者支援施設の管理者は、サービス管理責任者に施設障害

福祉サービスに係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」と

いう。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

第27条 指定障害者支援施設の管理者は、サービス管理責任者に施設障害

福祉サービスに係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」と

いう。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

12



改正後 改正前 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たって

は、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把

握（以下この条において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内

容の検討をしなければならない。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たって

は、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把

握（以下この条において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内

容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者と面接して

行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接

の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者と面接して

行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接

の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づ

き、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活

全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及

びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を

記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。

この場合において、サービス管理責任者は、当該原案が当該指定障害者支

援施設の提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はそ

の他の福祉サービス等との連携も含めたものとなるよう努めなければな

らない。 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づ

き、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活

全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及

びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を

記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。

この場合において、サービス管理責任者は、当該原案が当該指定障害者支

援施設の提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はそ

の他の福祉サービス等との連携も含めたものとなるよう努めなければな

らない。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議

（利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招

集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テ

レビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）

を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容につ

いて意見を求めるものとする。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議

（利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招

集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービ

ス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画

の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により

当該利用者の同意を得なければならない。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設障害福祉サービス計画

の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により

当該利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、
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改正後 改正前 

当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、当該施設

障害福祉サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なア

セスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行うとと

もに、少なくとも６月に１回以上（自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生

活訓練）又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも３月に

１回以上）、当該施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じ

て、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。 

８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、当該施設

障害福祉サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なア

セスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行うとと

もに、少なくとも６月に１回以上（自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生

活訓練）又は就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくとも３月に

１回以上）、当該施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じ

て、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家

族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定め

るところにより行わなければならない。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家

族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定め

るところにより行わなければならない。 

(１) 定期的に利用者と面接すること。 (１) 定期的に利用者と面接すること。 

(２) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 (２) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項の規定による施設障害福祉サ

ービス計画の変更について準用する。 

10 第２項から第７項までの規定は、第８項の規定による施設障害福祉サ

ービス計画の変更について準用する。 

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援の実施） 

第36条 指定障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たって

は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援を継続しなければならない。 

第36条 指定障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たって

は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援を継続しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たって

は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たって

は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、就労移行支援の提供に当たっては、利

用者が、指定就労定着支援（指定障害福祉サービス等基準条例第１９３条

の２に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。）の利用を希望する

場合には、第１項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着

（新設） 
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支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者（指定障害福祉サービス

等基準条例第１９３条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者を

いう。以下同じ。）との連絡調整を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設の設置者は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たって

は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第２項に定め

る支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指

定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

（新設） 

（運営規程） （運営規程） 

第46条 指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる施設の運営について

の重要事項に関する規程（第52条第１項において「運営規程」という。）

を定めておかなければならない。 

第46条 指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる施設の運営について

の重要事項に関する規程（第52条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

(１) 指定障害者支援施設の目的及び運営の方針 (１) 指定障害者支援施設の目的及び運営の方針 

(２) 提供する施設障害福祉サービスの種類 (２) 提供する施設障害福祉サービスの種類 

(３) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (３) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(４) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 (４) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

(５) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 (５) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

(６) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定

障害者から受領する費用の種類及びその額 

(６) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定

障害者から受領する費用の種類及びその額 

(７) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 (７) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

(８) サービスの利用に当たっての留意事項 (８) サービスの利用に当たっての留意事項 

(９) 緊急時等における対応方法 (９) 緊急時等における対応方法 

(10) 非常災害対策 (10) 非常災害対策 

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障

害の種類を定めた場合には、当該障害の種類 

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障

害の種類を定めた場合には、当該障害の種類 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 (12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) その他施設の運営に関する重要事項 (13) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第47条 指定障害者支援施設の設置者は、利用者に対し、適切な施設障害福第47条 指定障害者支援施設の設置者は、利用者に対し、適切な施設障害福
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祉サービスが提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

祉サービスが提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、

当該指定障害者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供

しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務

については、この限りでない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、

当該指定障害者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供

しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務

については、この限りでない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、従業者の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、従業者の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定障害者支援施設の設置者は、適切な施設障害福祉サービスの提供

を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

（新設） 

（業務継続計画の策定等） 

第47条の２ 指定障害者支援施設の設置者は、感染症又は非常災害の発生

時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実

施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

（新設） 

 ２ 指定障害者支援施設の設置者は、従業者に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを

行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第49条 指定障害者支援施設の設置者は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期

第49条 指定障害者支援施設の設置者は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立

て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期
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的に従業者に周知しなければならない。 的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難

訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難

訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（新設） 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第50条 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の使用する設備及び飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ず

るとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わな

ければならない。 

第50条 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の使用する設備及び飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ず

るとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わな

ければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、当該指定障害者支援施設において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、当該指定障害者支援施設において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（１） 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

（新設） 

（２） 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること。 

（新設） 

（３） 当該指定障害者支援施設において、従業者に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（新設） 

（重要事項の掲示） （重要事項の掲示） 

第52条 指定障害者支援施設の設置者は、指定障害者支援施設の見やすい

場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関及び

協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならない。 

第52条 指定障害者支援施設等の設置者は、指定障害者支援施設の見やす

い場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関及

び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、前項に規定する事項を記載した書面（新設） 
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を当該指定障害者支援施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

（身体拘束等の禁止） （身体拘束等の禁止） 

第53条 指定障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

第53条 指定障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設の設置者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。

（新設）

（１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

（２） 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３） 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

（虐待の防止） 

第60条 指定障害者支援施設の設置者は、虐待の発生又はその再発を防止

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（新設） 

（１） 当該指定障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図ること。 

（２） 当該指定障害者支援施設において、従業者に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 
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（３） 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

（会計の区分経理） （会計の区分経理） 

第61条 指定障害者支援施設の設置者は、実施する施設障害福祉サービ

スの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障害者支援施設の事業に

係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 

第60条 指定障害者支援施設の設置者は、実施する施設障害福祉サービ

スの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障害者支援施設の事業に

係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第62条 指定障害者支援施設の設置者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する記録を整備しておかなければならない。 

第61条 指定障害者支援施設の設置者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる利用者に対する施設障害

福祉サービスの提供に関する記録を整備し、当該施設障害福祉サービス

を提供した日から５年間保存しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる利用者に対する施設障害

福祉サービスの提供に関する記録を整備し、当該施設障害福祉サービス

を提供した日から５年間保存しなければならない。 

(１) 第21条第１項及び第２項の規定によるサービスの提供の記録 (１) 第21条第１項及び第２項の規定によるサービスの提供の記録 

(２) 施設障害福祉サービス計画 (２) 施設障害福祉サービス計画 

(３) 第44条の規定による市町村への通知に係る記録 (３) 第44条の規定による市町村への通知に係る記録 

(４) 第53条第２項の規定による身体拘束等に係る記録 (４) 第53条第２項の規定による身体拘束等に係る記録 

(５) 第57条第２項の規定による苦情の内容等の記録 (５) 第57条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

(６) 第59条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(６) 第59条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

附 則（平成25年３月22日条例第６号） 附 則（平成25年３月22日条例第６号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月27日条例第８号） 附 則（平成26年３月27日条例第８号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月20日条例第34号） 附 則（平成30年３月20日条例第34号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の条例第６条及び第

10条に規定する指定障害者支援施設については、川崎市指定障害者支援

２ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の条例第６条及び第

10条に規定する指定障害者支援施設については、川崎市指定障害者支援
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施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第５条及び第９条の規

定にかかわらず、令和４年３月31日までの間は、なお従前の例による。

施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第５条及び第９条の規

定にかかわらず、平成33年３月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則（令和３年 月 日条例第 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月３１

日までの間、第１条の規定による改正後の条例（以下「新条例」という。）

第４条第３項及び第６０条の規定の適用については、これらの規定中「講

じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第４７条の２の規定

の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよ

う努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施

するよう努めなければ」と、同条第３項中「行う」とあるのは「行うよう

努める」とする。 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第５０条第２項の規

定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう

努めなければ」とする。 

５ 施行日から令和４年３月３１日までの間、新条例第５３条第３項の規

定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう

努めなければ」とする。 
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